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公益財団法人不動産流通推進センター評議員・非常勤役員報酬規程 

 

制定（平成２７年 ８月１１日規程第３０号） 

 

（総則） 

第１条 定款第１８条及び第３６条に規定する評議員会で別に定める公益財団法人不動産

流通推進センター（以下「センター」という。）の評議員及び非常勤役員に対する報酬

の支給基準については、この規程の定めるところによる。 

 

（報酬） 

第２条 センターの評議員及び非常勤役員が評議員会、理事会又は資産運用委員会等に出

席したときは、公益財団法人不動産流通推進センター旅費規程（昭和５６年２月５日規

程第１０号）（以下「旅費規程」という。）で支払う旅費以外に、１回につき理事長は手

当１５，０００円、その他の者は手当８，０００円を支給する。 

 

附 則 

１．この規程は、平成２７年８月１１日から施行する。 

２．「理事長がセンターに出勤する場合における取扱要領」（平成１４年３月７日内規第３

０号）は廃止する。 


